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「ＬＴ会」会報第 23-5号（総 245号） 

LTグループ 

 

税収徴収管理サービス事項の最適化による企業への影響 

 

国家税務総局は、企業の変更登記や省を跨ぐ移転などに伴う税務管理プロセスを最適化し、企業に

より一層の利便性・効率性を備えた税務サービスを提供するため、2022 年 12 月 29 日に『一部税収徴

収管理サービス事項の最適化に関する通知』 (税総徴科発〔2022〕87 号)を公布し、2023 年 4 月 1 日

より正式に実行することとした。本会報では、上記通知において提示された 4 つの最適化措置及びそ

の影響について紹介する。 

 

一、4つの最適化措置及びその影響 
 

最適化措置 
主な変更点 

影響 
2023 年 4 月 1 日以前 2023 年 4 月 1 日以降 

（1）変更登記プロセス 

の簡素化 

 

 

企業は市場監督部門

において法により変

更登記を行った後、税

務機関に変更登記情

報を届け出る必要が

ある。 

市場監督部門において登記変

更を行った後、税務機関は市

場監督部門から共有された変

更登記情報に基づいて自動的

に変更登記を行い、また関連

する通知を電子税務局を通じ

て企業に告知する。 

政府部門間でのデータ共

有により必要な変更事項

が的確に企業に送付され

ることが確保できるため、

企業による重複報告を減

らし、関連業務の効率を高

めることができる。 

（2）省を跨ぐ移転に関

する税務サービスプロ

セスの最適化 

 

 

企業は転出地で税務

抹消を行った後、転入

先で新たに税務登記

を行わなければなら

ず、手続きが複雑とな

る。 

①転出地:転出地の税務機関

は即時に転出手続きを行

い、関連情報を転入先の税

務機関に送付する。 

②転入先：転入先の主管税務

機関は企業情報を受け取っ

た後の 1 営業日以内に専管

員1の配置、税 (費) 種認定

を完了し、企業に対し期限

内に納税申告を行うよう指

導する。 

移転企業の行うべき手続

きが大幅に簡素化される

と同時に、移転企業は転入

先で従来の納税信用等の7

種類の資格情報2、増値税

控除留保税額等の 3 種類

の権益情報3を引き続き使

用でき、再び申請すること

なく関連する減税措置を

引き続き享受することが

できる。 

 
1 「専管員」とは、税務局の窓口となり納税者を指導する立場にある税務局職員のことをいう。 

2 「納税信用等の 7 種類の資格情報」とは、納税者の基礎登記、財務会計制度の届出、納税担当者実名の収集、増値税

一般納税者の登記、増値税発票種類の査定、増値税即時徴収・即時還付資格、輸出税金還付（免除）の届出などの情報

をいう。 

3 「増値税控除留保税額等の 3種類の権益情報」とは、移転前の予納税金、企業所得税と個人所得税の未補填の繰越欠

損額、未控除の仕入増値税額をいう。 
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（3)税源管理4職責の

最適化 

 

データ上の統計に限

られており、税源に対

する総合的な分析と

実態把握が欠けてい

る。 

各省税務機関はその所在地の

税源の特性に応じて階層的な

管理責任を最適化し、市・県

税務機関の日常業務管理責任

を実行させる。 

各級税務機関の業務分担

を明確にすることにより、

企業に便利かつ迅速なサ

ービスを提供できるほか、

税収宣伝、政策送達、デー

タの収集・分析、納税評価

などの日常総合管理サー

ビスを通じて、企業の税務

リスク意識を効果的に向

上させることができる。 

（4）市場監督管理部門

との登記業務の連携の

強化 

 

市場監督管理部門と

税務機関との連動メ

カニズムが構築され

ていないため、市場監

督管理部門に営業許

可証を取り消された

企業が依然として存

続しているという不

合理な現象がある。 

①各省税務機関は市場監督管

理部門から共有された抹消

登記、営業許可証の取り消

し、設立登記の取り消しに

関する情報に基づき、徴収

管理システム 5で自動的に

データ登録を行う。 

②市場監督管理部門での登記

抹消をしたものの、税務機

関で税務抹消手続きを行っ

ていない企業には、主管税

務機関は適時に行うことを

通知しなければならない。

期限を過ぎても処理しない

場合、市場監督管理部門は

法により行政処罰を科した

り、違法所得を没収したり、

法定代表者をブラックリス

トに掲載することなどを要

請することができる。 

政府部門間での連携を通

じて、営業許可証が取り消

されたものの、法による清

算義務を履行しないまま

市場から退出したいわゆ

る「ゾンビ企業」を効果的

に排除し、市場の活発化を

促すことができる。 

 

二、税収徴収管理動向からみる企業への要求 
 

企業にとって、税収徴収管理プロセスの簡素化や税務サービス効率の向上は大きなメリットとなる。

しかし同時に、税務徴収管理モデルの大幅な転換のなかで、企業の財務・税務上の専門能力及び管理

能力に対する要求も高まっている。改革によるメリットを最大限に享受し、リスクを回避するため、

企業としてはインターネット、ビッグデータプラットフォームを通じて税収徴収管理の動向を把握し、

税務に関する事前計画を制定しておく必要がある。 

以上 

 
4 「税源管理」とは、税収規模を把握し、税収の流失を防止することを目的とし、科学的かつ規範的な方法を運用し、

税源に対してモニタリングと分析を行い、その現状と発展の動向を把握することで、税源への効果的なコントロールが

行えるように実施する税収徴収管理の全プロセスを貫く総合的な管理活動をいう。 

5 「徴収管理システム」とは、国家税務総局が打ち出した、企業の納税申告、税金納付、税務登記、発票管理、税務調

査など一連の税務管理機能を統合するプラットフォームである。 


